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第３０回水俣市農業委員会 

 

１ 開催場所 新庁舎２階会議室ＡＢ 

２ 開催日時 

  開会 

  閉会 

令和４年１２月９日 

  ９時３０分 

１１時１８分 

３ 出席委員    

 農業委員 １４名 １番 坂本 隆司 君 

２番 松田 時義 君 

３番 森口 信二 君 

４番 山澤 親徳 君 

５番 田畑 和雄 君 

６番 金田一充章 君 

７番 稲田 祐市 君 

８番 中村 清治 君 

９番 廣島 康雄 君 

１０番 松本 公昭 君 

１１番 渕上 正嗣 君 

１２番 前田  仁 君 

１３番 戸次 治夫 君 

１４番 元村 善二 君 

 推進委員 １２名 １６番 蒔元 政廣 君 

１７番 竹下 正治 君 

１８番 竹本 孝幸 君 

１９番 山内 秋光 君 

２０番 溝口 幸一 君 

２１番 安田 昌一 君 

２２番 坂口 新一 君 

２３番 山口 初憲 君 

２４番 池田 郁雄 君

２５番 原田 隆義 君 

２６番 森下 義孝 君 

２８番 古里 君廣 君 

４ 欠席委員    

 農業委員  ０名   

 推進委員  ２名 １５番 平松 明子 君 ２７番 下鶴 信雄 君 

５ 議事日程    

 第１ 議事録署名委員の選出   

 第２ 報告事項（１）合意解約通知について 

    （２）許可不要転用について 

    （３）農地転用許可後の工事完了について 

議第１０７号 非農地証明書交付について  

議第１０８号 農用地利用集積計画の申出について 

議第１０９号 農地法４条・５条の権限移譲について 

６ 農業委員会事務局 

 局  長  永松 正治 

次   長  大川 尊 

参  事  松原 真樹 

主  任  山内 哲郎 

 

 

 

 

 



議 長 

（坂本隆司君） 

只今より、第３０回水俣市農業委員会会議を開催いたします。 

本日出席の農業委員は１４名です。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、

本日の会議は成立いたしました。 

本日の署名委員は、５番、田畑委員、９番、廣島委員にお願いし

ます。 

なお、農地利用最適化推進委員は、１２名です。 

欠席者は、１５番、平松委員、２７番、下鶴委員です。 

報告事項に入る前に、農業委員会憲章を指名した委員に読み上げ

ていただきます。 

本日は、２番、松田委員にお願いします。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

農業委員会憲章 

１つ、農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持、向上させる

ため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めま

す。 

 

議 長 続きまして、報告事項について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局次長 

（大川尊君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、事務局次長。 

 

事務局次長 報告事項について、御説明申し上げます。 

報告事項（１）、合意解約通知について、でございます。 

議案書は、１ページから３ページになります。 

２件でございます。 

まず、番号１でございますが、貸し人、借り人、土地の所在等は、

議案書記載のとおりです。 

解約の理由につきましては、高齢のためでございます。 

次に番号２でございますが、貸し人、借り人、土地の所在等は、

議案書記載のとおりです。 

解約の理由につきましては、子に経営移譲するためでございます。 

こちらの農地は、後ほど農用地利用集積計画の申し出について、

で御審議いただく予定となっております。 

それぞれの場所につきましては、番号１番が２ページ、番号２番

は、３ページに記載されておりますのでご参照ください。 

 次に、報告事項（２）許可不要転用についてでございます。 

 議案書は、４ページから１３ページになります。 

３件ございます。 

 １番、２番の届出人は、いずれも議案書記載のとおりでございま

す。 



 まず、番号１ですが、土地の所在、地目は、議案書記載のとおり

です。 

 面積は、８４３㎡の内４㎡でございます。 

 番号２は、土地の所在、地目は、議案書記載のとおりです。 

 面積は、６４０㎡の内４㎡でございます。 

 理由は、１番、２番ともに、対象地区及びその周辺地域に対し良

好な携帯電話サービスを提供するためでございます。 

場所につきましては、まず１番は５ページを御覧ください。 

 平面図と立面図は、６ページ、７ページに記載しておりますので、

御参照ください。 

 次に２番ですが、土地の所在、地目は、８ページの議案書記載の

とおりです。 

 平面図と立面図は、９ページ、１０ページに記載しておりますの

で、御参照ください。 

 次に３番ですが、４ページに戻っていただいて２筆ございます。 

土地の所在、地目は、議案書記載のとおりです。 

 面積は、１筆が８０７㎡の内５６．７６㎡で、もう１筆が、８６

㎡の内９．０㎡でございます。 

理由は、農作業用搬入路にするためでございます。 

場所については、１１ページに記載のとおりです。 

平面図と展開図を、１２ページ、１３ページに記載しております

ので御参照ください。 

次に、報告事項（３）農地転用許可後の工事の完了について、で

ございます。 

議案書は、１４ページになります。 

１件ございます。 

それぞれ、表の左から３列目の許可日欄記載の日付で許可を受け、

表の右から２列目の日付で、転用事業者から工事完了報告書の提出

がありました。 

右端の事務局確認日におきまして、農業委員及び事務局で現地を 

確認したところ、許可内容のとおり工事が完了していましたので御

報告申し上げます。 

報告事項の説明は以上となります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

報告事項が終わりましたので、只今より議事に入ります。 

議第１０７号、非農地証明書交付についてを議題といたします。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

２番委員 

 

はい、議長。 

議 長 はい２番、松田委員にお願いします。 

 

２番委員  議第１０７号、非農地証明書交付について、１番について御説明



 いたします。 

 申請人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

 地目は、台帳は畑、現況は山林。面積は５０㎡です。 

 竹木の所有を目的とした土地の現況であり、農地への復旧は困難

であり、平成７年に相続した時以前から山林化している。 

 ３０年くらい前から山林化している場所です。 

 場所は、議案書１７ページに記載のとおりです。 

 １８ページを御覧ください。 

 道路から入っております。 

 そこに孟宗竹の切株が見えますが、そこの線を引いてある細長い

土地で約１５坪くらいの狭い所です。 

 そして北向きです。 

１２月５日、事務局から２人、行政書士、竹下委員の５人で現地

調査を行いました。 

まず、周りに孟宗竹が生えておりまして、細長い土地で耕作は不

可能じゃないかと見てきました。 

私達は、これは畑に復元できないと思って帰ってきたところです。 

土地の活用状況等も考えてみますと、道路からも外れて奥まった

所で、もし、ここを畑に復元したとしても、機械を入れたとしても、

莫大なお金がいるかと思われます。 

そして他市から１５坪の畑を耕しに来ることは、非常に困難な状

況だと思ったわけです。 

非農地証明書の交付について、交付してよろしいか伺いたいと思

います。 

以上で説明を終わります。 

 

議 長 担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長  関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見はござ

いませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

議 長 御質疑、御意見もないようですので、議第１０７号、非農地証明

書交付については、交付してもよろしいですか。 

 （異議なしと言うものあり） 

 



議 長 御異議もないようですので、議第１０７号、非農地証明書交付に

ついては、農地法第２条第１項の農地には該当しないため、証明書

を交付することに決定いたします。 

次に移ります。 

議第１０８号、農用地利用集積計画の申出についてを議題といた

します。 

まず、新規設定の１番、２番、４番、再設定の１番、所有権移転

の１番の議案を審議した後、新規設定の３番の議案を審議いたしま

す。 

 

１３番委員 

（戸次治夫君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい１３番、戸次委員にお願いします。 

 

１３番委員 議第１０８号、農用地利用集積計画の申出について、利用権は新

規です。 

番号１。貸人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況とも畑です。 

面積は６，１７２㎡。 

始期終期は、令和５年１月１日から令和９年１２月３１日までの

期間５年です。 

利用目的は茶。借賃は、議案書記載のとおり。利用権の種類は、

賃借権になります。 

借人は、議案書記載のとおりです。 

経営面積は自作地が２１，６２７㎡、借入地が１５，７４０㎡。 

従事者が３人の内、１人が６０歳になるということです。 

先程、合意解約で出た件ですが、父親より息子に経営移譲という

形で行われる物件です。 

父親のほうが、利用権で借りておられた土地です。 

貸人は現在、入院中ということです。 

場所は２３ページの議案書記載のとおりです。 

ここも立派な茶園として作られております。 

農作業従事日数も２５０日以上で問題はないようです。 

以上で、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件は満た

していると思われますので、御審議の程、よろしくお願いします。 

 

８番委員 

（中村清治君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい８番、中村委員にお願いします。 

 

８番委員  農用地利用集積計画の申出の２番について、御説明いたします。 

 貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 



地目は台帳現況とも田です。 

面積は８７０㎡。 

始期終期は、令和５年１月１日から令和９年１２月３１日までの

５年間です。 

利用目的は、景観植物のヒマワリでございます。 

借賃は無償。利用権の種類は使用貸借権。 

申請地は、２４ページに記載のとおりです。 

借人は、２年前に会社を退職されて、農業を毎日頑張っておられ

ます。 

この田は、別の人が今年まで、水稲耕作されていました。 

高齢で、来年は作らないとのことで、このままでは耕作放棄地に

なってしまうので、借人が直接支払の関係もあり、春はレンゲソウ、

夏はヒマワリを作り、景観植物の田にするそうです。 

田はすでに耕し、レンゲソウの種をまいてありました。 

以上ですが、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件は

満たしていると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたし

ます。 

 

１２番委員 

（前田仁君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい１２番、前田委員にお願いします。 

 

１２番委員 

 

 利用権設定４番、次のページの再設定の１番につきましても私の

担当ですので、２件一緒に御説明させていただきます。 

 まず、４番につきましては、貸人、土地の所在は議案書記載のと

おりです。 

地目は３筆。台帳現況とも田。面積は３筆合計２，８７２㎡。 

始期終期は、令和５年２月１日から令和１５年１月３１日までの

１０年間。 

利用目的は水稲。借賃、利用権の種類は議案書記載のとおりです。 

借人は、熊本県農業公社となっており、使用貸借権です。 

配分計画の予定の転借人ですが、この土地につきましては、平成

２９年４月１日から令和４年３月３１日までの５年、転借人が借り

られていたということですが、何かの手違いで再設定がなされず、

新規で申出するということになったとのことです。 

借人は、元農業委員で、現在も作業を頑張られておりますし体力

もあります。 

また、この農地は、借人の奥さんの実家の近くで、トラクター等

の農機具も倉庫を借りられて入庫されているとの事でした。 

場所につきましては、２６ページに記載のとおりです。 

今回も借人が１０年間頑張って作るということでしたので、問題

はないと思います。 

つきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件



は満たしていると思われますので、御審議の程、よろしくお願いい

たします。 

続きまして、再設定１について説明させていただきます。 

貸人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況とも田。面積は２８９㎡。 

始期終期は、令和５年１月１日から令和７年１２月３１日までの

３年間。 

利用目的につきましては水稲。借賃は無償。利用権の種類は使用

貸借権です。 

借人の経営面積、従事者は議案書記載のとおりです。 

借人は、現在は主に野菜を作っておられまして、以前は、地元の

スーパーの中の店舗で販売されておられまして、現在は、道の駅に

出荷されているということで、元気いっぱいに頑張っておられます。 

水田につきましては、耕作とか田植えとか稲刈は息子さんが機械

作業でされておりますが、通常は水の管理、除草等は期間中は元気

で頑張っておられます。 

農業従事日数も１８０日程度されておりますので、問題ないと思

います。 

場所は、２７ページに記載のとおりです。 

以上で、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件は満た

していると思われますので、御審議の程、よろしくお願いいたしま

す。 

 

５番委員 

（田畑和雄君） 

 

はい、議長。 

議 長  はい、５番、田畑委員にお願いします。 

５番委員  議第１０８号、農用地利用集積計画の申出について、所有権移転

で中間管理機構の特例事業を説明いたします。 

 この件に関しては、令和４年９月総会におきまして、第１００号

農地利用集積計画の申出について、所有権移転をする者から県農業

公社に所有権移転を承認したものでございます。 

 所有権を移転する者、土地の所在は記載のとおりですが、２筆で

１１，５７８㎡。 

 利用目的は樹園地です。 

 一反あたりの単価は、議案書記載のとおりです。 

 それと所有権移転を受ける者は、議案書記載のとおりです、新規

就農者です。 

 市外からの新規就農者ということで、以前は市街地におられたの

ですが、今は圃場の３００～４００ｍのところに空家がありました

ので、移転されたということです。 

 まだ子供が小さいので、奥さん達もあとからこちらに来るという

ことです。 



 今年から初出荷ということで、中身は加温で作られております。 

 これが予定としまして、移転時期は１２月１４日、引き渡し時期

も１２月１４日ということで、支払期限は令和５年１０月２４日と

なっております。 

 農業従事者は本人１人ですが、新規就農者の仲間が今、座学で農

協で勉強している人達が、津奈木、芦北、水俣まで含めて、５～６

人いらっしゃいますので、そのメンバーを応援しながら、なるべく

人件費もかからないようなやり方で、今、皆さん新規就農者で手を

組みやっておられるようなので、非常に良い形かなと思っておりま

す。 

 以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長 担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

２２番委員 

（坂口新一君） 

 

はい、議長。 

 

 

議 長 はい２２番、坂口委員。 

 

２２番委員 

 

 

確認ですが、１番の賃貸料ですけれども、全体で決めていただい

ていますが、前は確か１０ａあたりで金額を決めていました。 

今回は全体としてあるもんですから。 

 

事務局  はい、議長。 

 

議 長  はい、事務局次長。 

 

事務局 一応ですね、聞いた時には全体で、ということだったみたいなん

ですが、もし１０ａということであれば、訂正という形で。 

 

２２番委員 はい、議長。 

 

議 長 ２２番、坂口委員。 

 

２２番委員 

 

はい、今まで１０ａあたりで契約をしていたんです。 

 

議 長 確認をしてもらって、後日御連絡を。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局次長。 

 



事務局 確認を再度いたしまして、次回、御連絡さしあげます。 

 

議 長 関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見はござ

いませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見もないようですので、議第１０８号農用地利用集

積計画の申出についての新規設定の１番、２番、４番、再設定の１

番、所有権移転の１番については承認してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので、議第１０８号、農用地利用集積計画

の申出についての新規設定の１番、２番、４番、再設定の１番、所

有権移転の番号１番については、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしておりますので、承認することに決定いた

します。 

続きまして、議第１０８号、農用地利用集積計画の申し出につい

ての新規設定の３番の議案を審議いたします。 

なお、新規設定の３番の借人である松本委員は、農業委員会等に

関する法律第３１条第１項の規定により、議事に参与することはで

きませんので、松本委員の退場をお願いします。 

 

 （松本委員退場） 

 

３番委員 

（森口信二君） 

 

はい、議長。 

 

 

議 長 はい、３番、森口委員にお願いします。 

 

３番委員 議第１０８号農用地利用集積計画の申出について、利用権新規の

３番について説明させていただきます。 

貸人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況とも田。他の２筆も同じ条件です。 

面積については、３筆合わせて４，０１５㎡になっております。 

始期終期は、令和５年１月１日から令和１１年１２月３１日。期

間は７年。利用目的は水稲です。 

賃借は無償になっております。 

利用権の種類は、使用貸借権。 

借人は、議案書記載のとおりです。 

経営面積につきましては、自作地が２，８６８㎡、借入地が８，

９２６㎡になっております。 



申請地につきましては、２５ページに記載のとおりです。 

申請地区は、猪鹿対策として、金網、電柵が施され、周囲全体を

囲ってあります。 

貸人については、お茶栽培に専念するために手が回らないという

ことで、借人に依頼されたようです。 

３筆のうち２筆は、草刈りはされていましたが、長年放棄されて

いるために、田が痛んでおり、畦際の漏水対策を行わないと栽培出

来ないということでした。 

もう１筆については、従来どうり、そのまま使うとのことでした。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件は満たしている

と考えますので、御審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

議 長 担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長  関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見はござ

いませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見もないようですので、議第１０８号、農用地利用

集積計画の申出についての新規設定の３番については、承認してよ

ろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長  御異議もないようですので、議第１０８号、農用地利用集積計画

の申出について、新規設定３番については、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしておりますので、承認すること

に決定いたします。 

松本委員の入場を認めます。 

 

 （松本委員入場） 

 

議 長  次に移ります。 

議第１０９号、農地転用の許可等に関する事務に係る権限移譲に

ついてを議題といたします。 

本議題は、農地転用の許可等に関する事務に係る地方自治法第１

８０条の２の規定に基づく権限移譲について、水俣市長から協議が

あったので審議を行うものです。 

事務局より、説明をお願いします。 

 



事務局次長 はい、議長。 

 

議 長  はい、事務局次長。 

 

事務局次長 議第１０９号、農地転用の許可等に関する事務に係る権限移譲

について御説明申し上げます。 

 議案書の２９ページを御覧ください。 

これは、農地転用の許可等に関する事務に係る権限につきまして、

熊本県から水俣市に移譲がなされたものを、さらに水俣市から農業

委員会に移譲することについて水俣市長から協議があったもので

す。 

 議案書３０ページを御覧ください。 

番号１。対象事務は、農地法に基づく農地転用の許可等に関する

事務です。 

施行予定日は、令和５年４月１日からです。 

事務の概要は、（１）から（１３）までに記載されているとおりで

す。 

順に説明いたします。 

（１）法第４条第 1 項の規定による許可に関する事務は、４条転

用の許可に関する事務です。 

ただし、４ヘクタールを超える場合と市町村にまたがる場合は、

県の許可になりますので除きます。 

(２) は、法第４条第８項の規定による協議に関する事務で、国又

は都道府県等が農地を農地以外にしようとする場合に、協議をもっ

て４条許可があったものとみなすものです。 

(３) は、法第４条第９項の規定による意見の聴取に関する事務

で、今、ご説明しました(２)及び(５)の協議を行う際は、あらかじ

め農業委員会の意見を聞かなければならないとするものです。 

(４) 法第５条第 1項の規定による許可に関する事務は、５条転用

の許可に関する事務で、（１）と同様、４ヘクタールを超える場合と

２市町村にまたがる場合を除きます。 

(５) 法第５条第４項の規定による協議に関する事務は、（２）と

同様、国又は都道府県等が農地を農地以外にしようとする場合に、

協議をもって５条許可があったものとみなすものです。 

(６) 法第４９条第 1項の規定による立入調査等に関する事務は、

買収その他の処分をするために必要があるときは、職員に立ち入り

調査等を行わせることができる権限となります。 

(７) 法第４９条第３項本文の規定による立入調査等の通知に関

する事務から、（９）法第４９条第５項の規定による損失の補償に関

する事務までは、今御説明した（６)の立ち入り調査をする際の通知、

公示および調査時に損失を与えた際の補填に係る権限になります。 

 (１０)法第５０条の規定による報告の要求に関する事務は、土地の

状況等に関する関係者への報告や調査の権限になります。 

(１１)法第５１条第１項の規定による違反転用者に対する処分、又



は命令に関する事務は、違反転用者に対する許可取り消しや原状回

復、その他違反を是正するために必要な措置権限となります。 

(１２)法第５１条第３項の規定による原状回復等の措置の実施、

及び公告に関する事務と、(１３)法第５１条第４項及び第５項の規

定による原状回復等の措置に要した費用の徴収に関する事務は、原

状回復等の措置に係る事務及び費用徴収等の事務でございます。 

これらの権限を委譲されることで、県への審議が不要となり、申

請者の提出部数が２部から１部に軽減されること、また、決定まで

の期間が短くなることから、申請者の利益は増すものと思われます。   

一方、３条許可と同様、許可書が農業委員会長名となりますので、

より、農業委員会の責任が増すものと思われますが、引き続き県も

支援して戴けるとのことでございます。 

尚、県下１４市のうち、当市以外は全て権限移譲をされています。 

申請者の利益が増すものと思われますので、是非、御検討いただ

きたいと思います。 

以上で、農地転用の許可等に関する事務に係る権限移譲について

の説明を終わりますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長 事務局より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は、ござ

いませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御異議もないようですので、議第１０９号、農地転用の

許可等に関する事務に係る権限移譲については、承認してよろしい

でしょうか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので、議第１０９号、農地転用の許可等に

関する事務に係る権限移譲については、承認することに決定いたし

ます。 

全提出議案の審議が終わりましたので、これをもちまして、第３

０回水俣市農業委員会会議を終了いたします。 
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